
－65－

 

 

令和５年３月13日（月曜日） 

 

○出席議員（12名） 

    議 長  清  水  文  雄 君     ７ 番  生  田  勇  人 君 

    １ 番  土  屋  克  之 君     ８ 番  恩  道  正  博 君 

    ２ 番  西  尾  雄  次 君     ９ 番  北  川  悦  子 君 

    ３ 番  米  田  一  香 君     10 番  夷  藤     満 君 

    ４ 番  磯  貝  幸  博 君     11 番  中  川     達 君 

    ６ 番  七  田  満  男 君     12 番  南     守  雄 君 

 

○説明のため出席した者

町 長 川 口 克 則 君 

教 育 長 桐 山 一 人 君 

総 務 部 長 松 井 賢 志 君 

町 民 福 祉 部 長 
兼 保 険 年 金 課 長 

北 野   享 君 

町民福祉部担当部長 
（住民・子育て支援担当） 
兼 住 民 課 長 

中 川 裕 一 君 

都 市 整 備 部 長 
兼北部開発推進室長 

上 前 浩 和 君 

都市整備部担当部長 
（企画・地域産業振興担当） 

上 出 勝 浩 君 

教育委員会教育部長 
兼 学 校 教 育 課 長 

堀 川 竜 一 君 

消 防 本 部 消 防 長 髙 道 三 春 君 

総 務 部 総 務 課 長 宮 本 義 治 君 

総 務 部 財 政 課 長 北   正 樹 君 

総 務 部 税 務 課 長 神 農 孝 夫 君 

町民福祉部住民課担当課長 
兼 環 境 管 理 室 長 

宮 崎 重 幸 君 

町 民 福 祉 部 
子 育 て 支 援 課 長 

吉 田 真理子 君 

町民福祉部保険年金課 
担当課長兼福祉課担当課長 
兼保険年金課保健センター所長 

上 前 久美子 君 

町 民 福 祉 部 
福 祉 課 長 

山 田 卓 矢 君 

都 市 整 備 部 
企 画 課 長 

奥 田 隆 幸 君 

都市整備部地域産業振興課 
担当課長兼観光振興室長 

長谷川 万里子 君 

都市整備部都市建設課長 
兼北部開発推進室長補佐 

渡 辺   崇 君 

都 市 整 備 部 
上 下 水 道 課 長 

法 利 康 博 君 

会 計 管 理 者 
兼 会 計 課 長 

福 島 誠 一 君 

教育委員会教育部文化スポーツ課長 
兼図書館長兼男女共同参画室長 

四月朔日 松英 君 

消防本部消防次長 
兼 消 防 署 長 

重 島 康 人 君 

○職務のため出席した事務局職員

事 務 局 長  助 田 有 二 君 

事務局参事兼次長 川 端 誠 矢 君 

事 務 局 書 記 小 坂 しおり 君 
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○議事日程（第３号） 

  令和５年３月13日  午後１時開議 

 日程第１ 

  議案一括上程 

  議案第１号 専決処分の承認を求めることについて 

        〔令和４年度内灘町一般会計補正予算（第８号）〕から 

  議案第24号 内灘町国民健康保険条例の一部を改正する条例についてまで 

 日程第２ 

  追加議案の上程 

  議案第25号 副町長の選任につき同意を求めることについて 

  提案理由の説明 

 日程第３ 

  議会議案第１号 内灘町議会の議決すべき事件を定める条例の制定について 

 日程第４ 

  議会議案第２号 内灘町議会の個人情報の保護に関する条例の制定について 

 

   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

           午後１時00分開議 

    ○開   議 

○議長【清水文雄君】 ただいまの出席議員は

12名であります。よって、会議の定足数に達し

ておりますので、これより本日の会議を開き

ます。 

   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

    ○諸般の報告 

○議長【清水文雄君】 本日の会議に説明のた

め出席している者は、２月27日の会議に配付

の説明員一覧表のとおりであります。 

 なお、橋本良地域産業振興課長より、本日の

会議を欠席する旨の届出が出ております。ご

了承願います。 

   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

    ○議案一括上程 

○議長【清水文雄君】 日程第１、去る３月１

日、各常任委員会に付託いたしました議案第

１号専決処分の承認を求めることについて

〔令和４年度内灘町一般会計補正予算（第８

号）〕から議案第24号内灘町国民健康保険条例

の一部を改正する条例についてまでの24議案

を一括して議題といたします。 

   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

    ○常任委員長報告 

○議長【清水文雄君】 これより各常任委員会

における議案審査の経過並びに結果の報告を

求めます。 

 中川達総務産業建設常任委員会委員長。 

〔総務産業建設常任委員長 中川達君 登壇〕 

○総務産業建設常任委員長【中川達君】 令和

５年内灘町議会３月会議において、総務産業

建設常任委員会に付託されました議案の審査

の経過と結果について、ご報告申し上げます。 

 付託されました議案につきましては、関係

部課長からそれぞれ詳細な説明を求め、慎重

に審査を重ねた結果、議案第１号専決処分の

承認を求めることについて〔令和４年度内灘

町一般会計補正予算（第８号）〕については、

妥当と認め、原案を承認することに決しまし

た。 

 議案第２号令和４年度内灘町一般会計補正

予算（第９号）第１条歳入歳出予算の補正中、

歳入全部、歳出１款議会費１項議会費、２款総

務費１項総務管理費、２項徴税費、４項選挙

費、６項監査委員費、７項交通安全対策費、５

款労働費１項労働諸費、６款農林水産業費１
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項農業費、７款商工費１項商工費、８款土木費

１項土木管理費、２項道路橋りょう費、３項都

市計画費、４項住宅費、９款消防費１項消防

費、12款公債費１項公債費、13款諸支出金２項

基金費の各款項並びに第２条地方債の補正、

第３条繰越明許費、２款総務費１項総務管理

費、４項選挙費、６款農林水産業費１項農業

費、８款土木費２項道路橋りょう費、３項都市

計画費、４項住宅費の各款項については、妥当

と認め、原案を可とすることに決しました。 

 議案第６号令和４年度内灘町水道事業会計

補正予算（第２号）、議案第７号令和４年度内

灘町下水道事業会計補正予算（第３号）の２議

案については、いずれも妥当と認め、原案を可

とすることに決しました。 

 議案第８号令和５年度内灘町一般会計予算

第１条歳入歳出予算中、歳入全部、歳出１款議

会費１項議会費、２款総務費１項総務管理費、

２項徴税費、４項選挙費、５項統計調査費、６

項監査委員費、７項交通安全対策費、３款民生

費４項災害救助費、５款労働費１項労働諸費、

６款農林水産業費１項農業費、２項林業費、３

項水産業費、７款商工費１項商工費、８款土木

費１項土木管理費、２項道路橋りょう費、３項

都市計画費、４項住宅費、９款消防費１項消防

費、11款災害復旧費１項公共施設公用施設災

害復旧費、12款公債費１項公債費、13款諸支出

金１項普通財産取得費、２項基金費、14款予備

費１項予備費の各款項並びに第２条債務負担

行為、第３条地方債、第４条一時借入金、第５

条歳出予算の流用については、妥当と認め、原

案を可とすることに決しました。 

 なお、議案第８号令和５年度内灘町一般会

計予算について、附帯意見を報告させていた

だきます。 

 まず、公共交通機関の通学定期購入に係る

費用の助成についてであります。 

 昨今、物価高騰が続く中、北陸鉄道の電車運

賃の値上げが計画されています。保護者の負

担軽減を図るため、電車の通学定期券購入費

の助成について前向きに検討されるよう、申

し添えます。 

 次に、内灘海岸のにぎわい創出であります。 

 令和５年度当初予算案では、内灘海水浴場

の開設費用が計上されていませんが、内灘海

岸のにぎわいを創出するためには、継続して

海水浴場を開設することが必要であると考え

ます。令和５年度の海水浴場の開設について

検討されるよう申し添えます。 

 議案第13号令和５年度内灘町水道事業会計

予算、議案第14号令和５年度内灘町下水道事

業会計予算の２議案については、いずれも妥

当と認め、原案を可とすることに決しました。 

 議案第15号内灘町個人情報保護法施行条例

の制定について、議案第16号内灘町情報公開・

個人情報保護審査会条例の制定について、議

案第17号内灘町情報公開条例等の一部を改正

する条例について、議案第18号特別職の職員

で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する

条例の一部を改正する条例についての４議案

については、いずれも妥当と認め、原案を可と

することに決しました。 

 以上をもちまして、本委員会に付託されま

した議案の審査の経過並びに結果についての

報告を終わります。 

 令和５年３月13日 

 総務産業建設常任委員会委員長 中川達 

○議長【清水文雄君】 土屋克之文教福祉常任

委員会副委員長。 

〔文教福祉常任副委員長 土屋克之君 登壇〕 

○文教福祉常任副委員長【土屋克之君】 令和

５年内灘町議会３月会議において、文教福祉

常任委員会に付託されました議案の審査の経

過と結果について、ご報告申し上げます。 

 付託されました議案につきましては、教育

長及び関係部課長からそれぞれ詳細な説明を

求め、慎重に審査を重ねた結果、議案第２号令

和４年度内灘町一般会計補正予算（第９号）第

１条歳入歳出予算の補正中、歳出２款総務費

３項戸籍住民基本台帳費、３款民生費１項社
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会福祉費、２項児童福祉費、４款衛生費１項保

健衛生費、10款教育費１項教育総務費、４項社

会教育費、５項保健体育費の各款項並びに第

３条繰越明許費、２款総務費３項戸籍住民基

本台帳費、４款衛生費１項保健衛生費、10款教

育費４項社会教育費の各款項につきましては、

妥当と認め、原案を可とすることに決しまし

た。 

 議案第３号令和４年度内灘町国民健康保険

特別会計補正予算（第４号）、議案第４号令和

４年度内灘町後期高齢者医療特別会計補正予

算（第３号）、議案第５号令和４年度内灘町介

護保険特別会計補正予算（第３号）の３議案に

ついては、いずれも妥当と認め、原案を可とす

ることに決しました。 

 議案第８号令和５年度内灘町一般会計予算

第１条歳入歳出予算中、歳出２款総務費３項

戸籍住民基本台帳費、３款民生費１項社会福

祉費、２項児童福祉費、３項国民年金事務取扱

費、４款衛生費１項保健衛生費、２項清掃費、

10款教育費１項教育総務費、２項小学校費、３

項中学校費、４項社会教育費、５項保健体育費

の各款項については、妥当と認め、原案を可と

することに決しました。 

 議案第９号令和５年度内灘町新エネルギー

事業特別会計予算、議案第10号令和５年度内

灘町国民健康保険特別会計予算、議案第11号

令和５年度内灘町後期高齢者医療特別会計予

算、議案第12号令和５年度内灘町介護保険特

別会計予算の４議案については、いずれも妥

当と認め、原案を可とすることに決しました。 

 議案第19号内灘町介護給付費準備基金条例

の一部を改正する条例について、議案第20号

内灘町子ども・子育て会議設置条例の一部を

改正する条例について、議案第21号内灘町特

定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の

運営に関する基準を定める条例の一部を改正

する条例について、議案第22号内灘町家庭的

保育事業等の設備及び運営に関する基準を定

める条例の一部を改正する条例について、議

案第23号内灘町放課後児童健全育成事業の設

備及び運営に関する基準を定める条例の一部

を改正する条例について、議案第24号内灘町

国民健康保険条例の一部を改正する条例につ

いての６議案については、いずれも妥当と認

め、原案を可とすることに決しました。 

 以上をもちまして、本委員会に付託されま

した議案の審査の経過並びに結果についての

報告を終わります。 

 令和５年３月13日 

 文教福祉常任委員会副委員長 土屋克之 

○議長【清水文雄君】 これをもって各委員会

の報告を終わります。 

   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

    ○質疑の省略 

○議長【清水文雄君】 なお、通告期限までに

委員長報告に対する質疑の通告がありません

でしたので、質疑なしとして質疑を省略いた

します。 

   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

    ○討   論 

○議長【清水文雄君】 次に、討論に入ります。 

 討論ありませんか。──討論なしと認めま

す。 

 これをもって討論を終了いたします。 

   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

    ○表   決 

○議長【清水文雄君】 これより議案の採決に

入ります。 

 なお、夷藤議員におかれましては、体の都合

により、座席において挙手による採決を認め

ます。 

 まず、議案第１号専決処分の承認を求める

ことについて〔令和４年度内灘町一般会計補

正予算（第８号）〕を採決いたします。 

 本議案に対する委員長の報告は、原案承認

であります。 

 お諮りいたします。委員長の報告のとおり

決定することに賛成の諸君の起立を求めます。 

   〔賛成者起立〕 
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○議長【清水文雄君】 起立全員であります。

よって、議案第１号は原案のとおり承認され

ました。 

 

○議長【清水文雄君】 次に、議案第２号令和

４年度内灘町一般会計補正予算（第９号）を採

決いたします。 

 本議案に対する委員長の報告は、原案可決

であります。 

 お諮りいたします。委員長の報告のとおり

決定することに賛成の諸君の起立を求めます。 

   〔賛成者起立〕 

○議長【清水文雄君】 起立全員であります。

よって、議案第２号は原案のとおり可決され

ました。 

 

○議長【清水文雄君】 次に、議案第３号令和

４年度内灘町国民健康保険特別会計補正予算

（第４号）、議案第４号令和４年度内灘町後期

高齢者医療特別会計補正予算（第３号）、議案

第５号令和４年度内灘町介護保険特別会計補

正予算（第３号）、議案第６号令和４年度内灘

町水道事業会計補正予算（第２号）、議案第７

号令和４年度内灘町下水道事業会計補正予算

（第３号）の５議案を一括して採決いたしま

す。 

 各議案に対する委員長の報告は、いずれも

原案可決であります。 

 お諮りいたします。委員長の報告のとおり

決定することに賛成の諸君の起立を求めます。 

   〔賛成者起立〕 

○議長【清水文雄君】 起立全員であります。

よって、議案第３号から議案第７号までの５

議案は、原案のとおり可決されました。 

 

○議長【清水文雄君】 次に、議案第８号令和

５年度内灘町一般会計予算を採決いたします。 

 本議案に対する委員長の報告は、原案可決

であります。 

 お諮りいたします。委員長の報告のとおり

決定することに賛成の諸君の起立を求めます。 

   〔賛成者起立〕 

○議長【清水文雄君】 起立全員であります。

よって、議案第８号は原案のとおり可決され

ました。 

 

○議長【清水文雄君】 次に、議案第９号令和

５年度内灘町新エネルギー事業特別会計予算、

議案第10号令和５年度内灘町国民健康保険特

別会計予算、議案第11号令和５年度内灘町後

期高齢者医療特別会計予算、議案第12号令和

５年度内灘町介護保険特別会計予算、議案第

13号令和５年度内灘町水道事業会計予算、議

案第14号令和５年度内灘町下水道事業会計予

算の６議案を一括して採決いたします。 

 各議案に対する委員長の報告は、いずれも

原案可決であります。 

 お諮りいたします。委員長の報告のとおり

決定することに賛成の諸君の起立を求めます。 

   〔賛成者起立〕 

○議長【清水文雄君】 起立全員であります。

よって、議案第９号から議案第14号までの６

議案は、原案のとおり可決されました。 

 

○議長【清水文雄君】 次に、議案第15号内灘

町個人情報保護法施行条例の制定について、

議案第16号内灘町情報公開・個人情報保護審

査会条例の制定について、議案第17号内灘町

情報公開条例等の一部を改正する条例につい

て、議案第18号特別職の職員で非常勤のもの

の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改

正する条例について、議案第19号内灘町介護

給付費準備基金条例の一部を改正する条例に

ついて、議案第20号内灘町子ども・子育て会議

設置条例の一部を改正する条例について、議

案第21号内灘町特定教育・保育施設及び特定

地域型保育事業の運営に関する基準を定める

条例の一部を改正する条例について、議案第

22号内灘町家庭的保育事業等の設備及び運営

に関する基準を定める条例の一部を改正する
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条例について、議案第23号内灘町放課後児童

健全育成事業の設備及び運営に関する基準を

定める条例の一部を改正する条例について、

議案第24号内灘町国民健康保険条例の一部を

改正する条例についての10議案を一括して採

決いたします。 

 各議案に対する委員長の報告は、いずれも

原案可決であります。 

 お諮りいたします。委員長の報告のとおり

決定することに賛成の諸君の起立を求めます。 

   〔賛成者起立〕 

○議長【清水文雄君】 起立全員であります。

よって、議案第15号から議案第24号までの10

議案は、原案のとおり可決されました。 

   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

    ○追加議案の上程 

○議長【清水文雄君】 日程第２、追加議案の

上程を行います。 

 議案第25号副町長の選任につき同意を求め

ることについてを議題といたします。 

   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

    ○提案理由の説明 

○議長【清水文雄君】 町長より追加議案に対

する提案理由の説明を求めます。川口克則町

長。 

   〔町長 川口克則君 登壇〕 

○町長【川口克則君】 議員各位におかれまし

ては、連日にわたり慎重なるご審議をいただ

き、今ほどは全ての議案について議決を賜り、

誠にありがとうございます。 

 それでは、ただいま追加提案いたしました

議案につきまして、提案理由の説明を申し上

げます。 

 議案第25号 副町長の選任につき同意を求

めることにつきましては、現在空席となって

おります内灘町副町長に上出孝之氏を４月２

日付で選任いたしたく、議会の同意を求める

ものでございます。 

 以上、追加議案の提案理由につきましてご

説明申し上げました。 

 適切なるご決議を賜りますようお願い申し

上げます。 

○議長【清水文雄君】 提案理由の説明は終わ

りました。 

   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

    ○質疑・委員会付託・討論の省略 

○議長【清水文雄君】 お諮りいたします。た

だいま議題となっております議案は、人事に

関する案件につき、質疑、委員会付託及び討論

を省略し、直ちに採決いたしたいと思います。

これにご異議ございませんか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長【清水文雄君】 ご異議なしと認めま

す。よって、議案第25号は、質疑、委員会付託、

討論を省略し、直ちに採決することに決定い

たしました。 

   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

    ○表   決 

○議長【清水文雄君】 これより議案の採決に

入ります。 

 お諮りいたします。議案第25号副町長の選

任につき同意を求めることについて、これに

同意することに賛成の諸君の起立を求めます。 

   〔賛成者起立〕 

○議長【清水文雄君】 起立全員であります。

よって、議案第25号は、これに同意することに

決定いたしました。 

   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

    ○議案の上程 

○議長【清水文雄君】 日程第３、議会議案第

１号内灘町議会の議決すべき事件を定める条

例の制定についてを議題といたします。 

   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

    ○提案理由の説明 

○議長【清水文雄君】 提出者から提案理由の

説明を求めます。10番、夷藤満議員。 

 夷藤満議員におかれましては、自席から着

座にて発言することを認めます。 

○10番【夷藤満君】 （自席より）議会議案第

１号内灘町議会の議決すべき事件を定める条
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例の制定について、提案の説明をいたします。 

 これまで総合計画については、地方自治法

第２条第４項において、市町村に対し、総合計

画の基本部分である基本構想について、議会

の議決を経て定めることが義務づけられてお

りました。 

 国の地域主権改革の下、平成23年５月２日

に地方自治法の一部を改正する法律が公布さ

れ、町総合計画の基本構想の法的な策定義務

が廃止され、策定及び議会の議決を経るかど

うかは町の独自の判断に委ねられることにな

りました。 

 内灘町においては、総合計画の策定は、条例

で議決事件と定めております。 

 しかし、その他の町の将来に関わる重要な

基本構想については定めがなく、地方公共団

体の自主性、自立性が求められている中、二元

代表制の一翼を担う議会が町政を方向づける

町民の意思決定機関として、行政の執行を適

切に行っているかを絶えずチェック、監視す

る責務と役割を十分に果たし、効率かつ効果

的に行政を推進していくため、その基本構想

の作成段階から積極的に関わっていくことと

考えております。 

 したがって、地方自治法第96条第２項の規

定に基づき、重要な基本構想の策定、変更また

は廃止に関することについては、議会の議決

すべき事件とするものであります。 

 以上、内灘町議会会議規則第14条の規定に

より議案を提出いたします。 

 議員各位におかれましては、本案の趣旨を

ご理解いただき、ご賛同いただきますようお

願い申し上げまして、提案理由の説明といた

します。 

○議長【清水文雄君】 提案理由の説明が終わ

りました。 

   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

    ○質疑・委員会付託・討論の省略 

○議長【清水文雄君】 お諮りいたします。本

議案につきましては、会議規則第39条第３項

の規定により、質疑、委員会付託及び討論を省

略し、直ちに採決いたしたいと思います。 

 これにご異議ございませんか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長【清水文雄君】 ご異議なしと認めま

す。よって、議会議案第１号は、質疑、委員会

付託及び討論を省略し、直ちに採決すること

に決定いたしました。 

   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

    ○表   決 

○議長【清水文雄君】 これより議案の採決に

入ります。 

 議会議案第１号内灘町議会の議決すべき事

件を定める条例の制定について、採決をいた

します。 

 お諮りいたします。本議案は原案のとおり

決定することに賛成の諸君の起立を求めます。 

   〔賛成者起立〕 

○議長【清水文雄君】 起立全員であります。

よって、議会議案第１号は原案のとおり可決

されました。 

   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

    ○議案の上程 

○議長【清水文雄君】 日程第４、議会議案第

２号内灘町議会の個人情報の保護に関する条

例の制定についてを議題といたします。 

   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

    ○提案理由の説明・質疑・委員 

     会付託・討論の省略 

○議長【清水文雄君】 お諮りいたします。本

議案につきましては、会議規則第39条第３項

の規定により、提案理由の説明、質疑、委員会

付託及び討論を省略し、直ちに採決いたした

いと思います。 

 これにご異議ございませんか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長【清水文雄君】 ご異議なしと認めま

す。よって、議会議案第２号は、提案理由の説

明、質疑、委員会付託及び討論を省略し、直ち

に採決することに決定いたしました。 
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   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

    ○表   決 

○議長【清水文雄君】 これより議案の採決に

入ります。 

 議会議案第２号内灘町議会の個人情報の保

護に関する条例の制定についてを採決いたし

ます。 

 お諮りいたします。本議案は原案のとおり

決定することに賛成の諸君の起立を求めます。 

   〔賛成者挙手〕 

○議長【清水文雄君】 起立全員であります。

よって、議会議案第２号は原案のとおり可決

されました。 

   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

    ○閉議・散会 

○議長【清水文雄君】 以上で今３月会議に付

議されました議件は全て議了いたしました。 

 令和５年内灘町議会３月会議の散会に当た

り、一言ご挨拶を申し上げます。 

 議員各位におかれましては、公私ともにご

多忙の中、熱心に審議を賜り、今３月会議も本

日の最終日を迎えましたことに対して、議長

として厚くお礼を申し上げます。 

 我々議員の任期も、あと残すところ１か月

余りとなりました。この４年間を振り返りま

すと、コロナ禍というとてつもなく困難な状

況に見舞われながら、議員一同、町民の負託に

正面から真摯に向き合い、また、町民に信頼さ

れる議会を目指し、全力で取り組んでまいり

ました。 

 町民への議会報告、意見交換会をはじめ、県

内の町議会では最初となる各委員会会議録の

要旨の議会ホームページでの公表、そして、町

民の負託に応える町政運営を実現し、議会が

最も適切な決議を行うことができるよう、本

日、議会議案として決議いただきました内灘

町議会の議決すべき事件を定める条例を制定

いたしました。 

 これらのことを成し遂げることができたの

も、議員各位並びに町執行部、町民の皆様のご

支援、ご協力のたまものであります。この場を

お借りして、心から感謝を申し上げます。本当

にありがとうございました。 

 長く続きました新型コロナウイルス感染症

対策は、大きな転換期を迎えております。 

 来る４月には、統一地方選挙が行われます。

議員各位におかれましては、アフターコロナ

の時代を見据え、なお一層、議員としての責務

と使命を果たすため、再び議会の場に立たれ

ますようご健闘を心からお祈り申し上げる次

第であります。 

 結びに当たり、川口町長をはじめ町執行部

におかれましては、全職員が一丸となって、町

勢の発展と住民福祉の向上のため、一層の努

力をお願いを申し上げまして、ご挨拶といた

します。 

 誠にありがとうございました。 

 以上をもちまして、令和５年内灘町議会３

月会議を散会いたします。 

 お疲れさまでございました。 

           午後１時37分散会 
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 地方自治法第123条第２項の規定により、こ

こに署名する。 

 議会議長 

 

 署名議員 

 

 署名議員 

 


